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新健康フロンティア戦略 

～健康国家への挑戦～ 

 

Ⅰ．戦略の趣旨  

 

 国民の健康寿命の延伸に向け、国民自らがそれぞれの立場等に応じ、予防を重視した健

康づくりを行うことを国民運動として展開するとともに、家庭の役割の見直しや地域コミュニ

ティの強化、技術と提供体制の両面からのイノベーションを通じて、病気を患った人、障害

のある人及び年をとった人も持っている能力をフルに活用して充実した人生を送ることがで

きるよう支援する。 

 

Ⅱ．戦略の基本的考え方  

 

 我が国は、豊かさとともに世界一の長寿を享受できる国となった。その一方、都市化、核家

族化、少子化等の進展に伴い、人間形成の基盤としての家庭の重要性が見失われ、近所

付き合いや世代間のつながりを通じた支え合いのような、日本の美しい伝統が失われつつ

ある。 

こうした社会的背景の中で、子どもの健康に目を向けてみると、子育てに関わる親力・家

庭力の低下が指摘され、子どもの成長に関する様々な社会問題が発生している。女性の健

康について考えてみても、妊婦や育児中の女性への配慮の問題など、女性が自ら健康管

理をできる社会環境は万全であるとはいえない。さらに中高年齢に目を向けると、生活習慣

病の増加、要介護高齢者の増大等の課題に直面しているなど、国民それぞれが多かれ少

なかれ、自分の健康について問題を抱えているのが現状である。 

 このような状況の中、国民自らがそれぞれの立場に応じて健康対策を行うことが重要であり、

本戦略では、今後、国民自らが取組んでいくべき分野として、「子どもの健康」、「女性の健

康」、「メタボリックシンドローム克服」、「がん克服」、「こころの健康」、「介護予防」、「歯の健

康」、「食育」、「運動・スポーツ」の9つの分野を取り上げ、それぞれの分野において対策を

進めていくこととした。 

また、これらの取組を進めて行くに当たっては、健康を家庭・地域全体で支援していくこと
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が重要である。世代を通じて受け継がれてきた文化、伝統に根ざした生活の知恵が共有さ

れることにより、家族力、地域力が向上し、そのような基本的社会活動力の形成があってこ

そ、日常生活の中から健康な個々人の生活が構築できる。現在、家庭が本来担うべき役割

の重要性や、地域の学校、保健所、公民館、公園等に、子ども、子育て中の親、近隣住民、

高齢者等が集まるというかつての姿（地域コミュニティ）を回復することの重要性が再認識さ

れている。これらの場は、個人、家庭と社会を結びつけ、また、個人や社会の健康をはぐくみ、

その健康力を高める場であり、互助社会、共生社会の考え方の共有とこれらを目指す活動

の進展は、健康寿命の延伸を図る上で不可欠な要素であると考えられる。 

他方、近年、健康科学技術の進歩や知見の集積が進んでおり、これらの技術や知見を

的確に活用することで、有病者、障害者、高齢者等の生活や活動を支援することが可能な

段階に入りつつあり、健康科学技術を活用すれば、有病者、障害者、高齢者等の能力を補

完・増強し、これらの方々の活動領域を拡張することが可能となる。 

このような状況を踏まえ、国民一人ひとりがそれぞれの立場に応じて行う健康対策をより

一層推進するとともに、家族一人一人の健康基盤を支える家庭の役割の見直しや地域コミ

ュニティの回復、更なる技術のイノベーションの実現などによって、健康国家の創造に向け

て挑戦していく。 

 

Ⅲ．戦略の具体的内容  

 

第１部．国民自らがそれぞれの立場に応じて行う健康対策 

 

１．子どもを守り育てる健康対策（子どもの健康力） 

子どもは国の宝であり、子どもをめぐる様々な課題は社会を映す鏡である。しかし、現在、

子どもを守り育てることは社会の基本的な責任であるという社会意識の根幹が揺らぎ始めて

いる。こうした中で、お産の場の確保、小児医療提供体制の整備の推進の必要性、発達障

害のある子どもへの支援の必要性、児童虐待の問題などといった子どもを取り巻く様々な状

況が指摘されている。子どもの健康を支える家庭や家庭を取り巻く地域を通じて生命や家

族を大切にする意識が高まり、社会全体が妊娠・出産をすばらしいこととして、出産、子育て

期に家族が孤立することなく、子育てを応援する気運が醸成されることが求められている。ま
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た、食卓の場などを通じて子どもの頃からの食育を推進するとともに、外遊びやスポーツを

通じた子どもの体力の向上を図り、妊娠期から出産、子育て期に至る医療、保健、福祉、教

育の有機的な連携が図られた支援体制を整備することが必要不可欠であり、少子化対策

の一翼を担うものでもある。こうした取組を通じて、「妊娠・出産の安心・安全の確保及び子

どもの育ちと子育ての支援」を進めていく。 

（１）産科医療、小児科医療の確保～安心・安全なお産、子育て支援の実現～ 

①現在及び将来を見渡した産科医療の在り方の提示による国民の安全・安心の確保 

②産科、小児科医師等の確保・育成 

・死因究明制度の制度化や産科医療補償制度による産科リスクへの対応 

・子育て期の医師の就労環境の整備（病院内保育所運営事業・医師再就業支援

事業等） 

・助産師の育成の推進・院内助産など正常分娩における助産師の活用 

③周産期医療提供体制の整備 

④地域の拠点病院の整備・活用 

・拠点病院（マグネットホスピタル）の活用 

⑤小児医療提供体制などの充実 

・小児初期救急センター整備事業の実施による救急体制の強化 

⑥地域における医療に係る相談・支援体制の構築、連携の促進 

・医療に関する知識の普及 

・出産前からの継続的な地域における支援体制の構築 

・小児救急電話相談事業（短縮ダイヤル♯８０００）の拡充 

⑦産科医療・小児医療の充実のための支援 

（２）発達障害児等を支援する体制の構築 

①妊娠期から子育て期に至る継続的な支援の推進 

・妊産婦への心身の支援 

・支援が必要な子どもの早期発見・早期介入 

②発達障害児等に対する包括的な支援体制の構築 

・早期療育から教育、就労への切れ目のない継続的支援、連携体制の構築 

・子どもの心の診療医の養成 
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③発達障害児等に関する国民全体の理解の促進 

・発達障害児等に関する国民の理解を高めるための普及啓発や情報発信 

④発達障害児等を含む障害のある子どもへの特別支援教育の充実 

・発達障害のある児童生徒を指導する教員の専門性の向上 

・特別支援教育への応用を目指した発達障害の子どもの脳とこころの発達に関する

研究の推進 

 

２．女性を応援する健康プログラム（女性の健康力） 

女性の明るさは社会の明るさであり、女性の活躍は社会の活力である。女性が健康で、

能力を発揮できる社会こそ、美しい国にふさわしい。 

女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすことを応援するため

に、生活の場（家庭、地域、職域、学校）を通じて、女性の様々な健康問題を社会全体で

総合的に支援することが必要である。 

（１）女性の健康的な『自分』づくりの支援 

①思春期の女性に対する支援＝「自分のカラダを知ろうキャンペーン」（仮） 

・健康を守る食に関する知識の普及啓発・食育の推進 

・過度なダイエットによる健康リスクに関する意識啓発 

・骨粗しょう症及びその予防に関する知識の普及 

・性感染症や人工妊娠中絶の健康リスクに関する教育及び普及啓発 

・学校における歯・口の健康づくりの強化 

・健康増進のための運動に関する知識の普及啓発 

・地域保健と連携した、学校での健康教育の推進 

・科学的根拠（エビデンス）に基づいた健康情報の収集・分析・提供 

・喫煙、飲酒、薬物乱用に関する教育及び意識啓発 

②職場内における働く女性の健康への適切な対応の推進 

・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置の普及・定着 

・職場内における健康づくりを担う人材の育成 

（産業医や保健師等の専門職種に対する女性の健康問題に関する研修や講習な

ど） 
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③女性の健康問題のニーズに応じた個別の予防プログラム（運動・食事）を受けられる

仕組みづくり 

・生活習慣病等の戦略的介入研究や介護予防プログラム（転倒骨折予防など）の

開発研究の推進 

④女性の健康週間の創設による国民運動の展開 

（２）「女性のニーズに合った医療」の推進 

①「女性のニーズに合った医療」の提供 

・女性の医療専門職が働きやすい環境の整備 

・国立成育医療センターを中核とした「女性のニーズに合った医療」に関する情報提

供 

②身近な場所で、気軽に情報入手や相談ができる体制の整備 

・女性の健康を支える地域のボランティア活動に対する支援 

③性差を考慮した医療に役立つ研究の推進  

・自己免疫疾患等に関する研究の推進 

・「女性のニーズに合った医療」に関する研究の推進 

（３）「女性のがん」への挑戦 

①乳がん対策 

・乳がんや乳がん検診についての普及啓発（女性の健康週間に合わせるなど効果

的なキャンペーンの実施） 

・乳がん検診の有効性（マンモグラフィと超音波の併用の有効性）に関する研究の

推進 

②子宮がん対策 

・「２０歳からの子宮がん検診」などの普及（女性の健康週間に合わせるなど効果的

なキャンペーンの実施） 

・予防のための意識啓発の推進 

③安心で利用しやすい検診体制 

・専門医や専門技師の育成と養成、休日夜間での検診の実施など受診機会の拡

充 

・がん検診の精度管理の充実 
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・がん検診を実施している市町村等による適切なＰＲ 

・ライフイベント（家族の誕生日など）と結びつけた受診の勧奨や、その他の効果的

な受診促進策の推進 

④がん患者に対する支援 

・長期にわたるがん患者等（特に乳がん患者など）に対する相談及び支援 

⑤がんの研究等 

・がん登録制度の普及 

・がん治療の充実 

 

３．メタボリックシンドローム対策の一層の推進（メタボリックシンドローム克服力） 

我が国は、世界一の長寿国である一方、急速に人口の高齢化が進展している。多くの国

民が一生涯を通して充実した人生を送るためには、健康増進や疾病等の予防の推進ととも

に、これらの疾病等を患っている国民に対して、治療や支援を行うことにより、国民全体が

前向きな気持ちで年齢を重ねること（前向きな加齢）を支援することが重要である。 

また、働き盛りから高齢期にかけた国民全体の健康課題について、予防、治療、生活支

援、介護といった関連する種々の対応を一体的に捉えながら、メタボリックシンドローム対策

や４．のがん対策等の対策を推進することが必要である。 

メタボリックシンドローム対策については、５０歳代から脳卒中、心筋梗塞等の患者数が増

加している現状をふまえ、その年代に至る以前から、これらの発症の危険因子であるメタボリ

ックシンドローム対策、糖尿病予防を進めるため、以下のような対策を一層推進させることが

重要である。 

（１）メタボリックシンドローム対策・糖尿病予防の重点的推進  

①メタボリックシンドローム克服のための国民運動の展開 

・職域･企業、関係団体、関係機関(薬局等）、民間団体（ＮＰＯ等）、各世代の者の

ほか、年齢を超えて社会全体を巻き込み、食育の推進とも連携した国民運動を実

施 

・「食事バランスガイド」や「エクササイズガイド」の普及・啓発 

・日本糖尿病対策推進会議（日本医師会、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会が、

糖尿病の発症予防等を目指して、共同で設立した会議）、産業医の活用 
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②民間活力等を活用した国民の継続的な取組みへの支援 

・動機付けツール（e-wellness(health)等）による個人毎のプログラムの提供や機会の

確保等、運動、食事等の生活習慣改善に関する支援 

・一生涯を通じた、内臓脂肪量や運動量の自己チェック・改善の支援 

・家庭用健康測定機器等を活用しつつ、個人の健康状態を生涯を通じて把握・活

用できる基盤の整備 

・科学的根拠に基づいて確実に効果を生み出す健康関連産業の育成、発展の支

援 

・運動や食品の効果や機能の解明と適切な運動習慣、食生活の普及 

・個人や地域・企業の生活習慣改善への動機（インセンティブ）の付与等の環境の

整備 

・地域や企業の取組みの普及、飲食店・社員食堂等での栄養表示の普及、運動等

に親しむ機会の確保 

・身近にある大衆薬の適切な利用 

③個人の特徴に応じた予防（テーラーメイド予防）の研究開発と普及 

・個人の特徴に応じた予防（テーラーメイド予防）のための司令塔づくり 

・発症リスク等に関する指標（遺伝子、生体指標（バイオマーカー）、ライフスタイル

等）の研究開発と普及 

・予防のための個別に適応できる運動･食事プログラムとその提供システムの開発･

普及  

・適切な生活指導、運動療法、食事療法、歯周病対策、治療等の実施 

（２）糖尿病から脳卒中、心筋梗塞、腎不全等の合併症への移行の阻止 

①どこでも誰でも「スタンダード（標準）治療」の普及 

・関係団体等の連携による標準的な治療の普及、協力体制の構築。特に、日本糖

尿病対策推進会議の活用 

②個人の特徴に応じた治療（テーラーメイド治療）の研究開発・普及 

・個人の特徴に応じた治療（テーラーメイド治療）のための司令塔づくり 

・患者の特性（遺伝素因、重症度等）に応じた治療、重症化の防止方法の研究開

発・普及 

・適切な運動療法、食事療法等の普及  
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（３）脳卒中、心筋梗塞等の治療の推進  

①発症後直ちに専門的な治療が受けられる体制の整備 

・発症時に患者が直ちに受診するための初発症状等に関する知識の普及 

・血管内治療、PTCA（冠動脈血管形成術）等の急性期治療の提供体制の充実 

・搬送、医療機関の役割分担の明確化 

②脳と心臓のダメージを最小限に抑えるための治療方法の開発 

・血管内皮の保護に着目した薬物治療の研究開発の推進 

・再生医療による治療法の研究開発の推進 

 

４．がん対策の一層の推進（がん克服力） 

 がんは日本人の死亡原因の一位であり、痛みや治療による苦痛をはじめ、患者は大きな

苦痛を強いられることになる。平成 18 年には「がん対策基本法」が制定され、がんの予防か

ら治療の向上、患者の生活の質（ＱＯＬ）の確保等の充実が求められている。 

 諸外国における状況をみると、乳がんマンモグラフィー検診の受診率が向上することにより

乳がんによる死亡が減少した事実が示されており、適切ながん検診の普及ががんによる死

亡を減少させる上で必要。 

 これらをふまえ、以下のようながん対策の一層の推進を行う必要がある。 

（１）がんの早期発見の推進  

①「安心・身近な」がん検診の普及推進 

・がん検診の有用性に関する正しい情報の発信、啓発 

・ＰＥＴ・ＭＲＩ（画像診断の一種）、超音波エコー、生体指標（バイオマーカー）、遺伝

子技術等を用いた有用な早期診断技術の研究開発 

・早期発見のスクリーニングとして有用で、受診者の負担が少ない検査方法の普及 

（２）がん医療の提供体制の充実   

①オペ(手術)中心の治療から集学的治療への転換の推進 

・放射線治療、化学療法に関する人材育成、普及推進  

・個人の特性に応じた、治療効果と生活の質（ＱＯＬ）を両立する観点からのピンポイ

ント治療の研究開発と普及  

②除痛、緩和ケアの推進と生活の質（ＱＯＬ）の確保 

・関係機関（医療機関、訪問看護ステーション、薬局、介護サービス事業所等）との
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連携 

・在宅医療、在宅ケアの推進 

・医師に対する研修、普及啓発等 

③地域のがん治療体制の整備 

・都道府県、二次医療圏（全国３７０箇所）単位での拠点病院の指定 

 

５．こころの健康づくり（こころの健康力） 

 こころの健康は、人が生き生きと家族生活や社会生活を営むために不可欠の要素であ

る。今後、特に後期高齢者が増加することに伴い、認知症を有する者の数が確実に増加す

ると予想されており、その発症予防が重要な課題となっている。認知症の原因としてもっとも

多いといわれるアルツハイマー病は、主要因であるβアミロイドの脳内沈着を完全に防止す

ることは現段階では困難であるが、症状が出現する前に診断することが可能となり、発症を

抑制することにより生活の質（ＱＯＬ）を維持することが期待されている。 

 これに対して、現役世代も、多くのストレスやプレッシャーに直面している。近年、躁うつ病

を含む気分（感情）障害の患者が増加しており、男女ともに２０歳代から多くの患者が治療を

受けている。一方、日本は諸外国に比べてうつ病の受診率が低いという報告があり、早期に

おける適切な治療の機会を逸している場合があると考えられる。うつに対する本人や周囲の

理解を進め、早期に相談や治療につなげることが必要である。 

 

【認知症対策の一層の推進】 

（１）認知症発症の早期発見、症状の進行の防止   

①症状出現前での早期診断技術を研究開発･実用化 

・発症前の早期に、より高い精度で発症予測できる診断技術の研究開発と実用化  

・発症前後のカウンセリングを含めた支援体制の構築 

②発症を遅らせる方法の確立･普及 

・病態の解明にかかる研究 

・βアミロイド沈着の防止・治療、脳の代償機能の活用の方策の研究開発 

・生活習慣（食事、運動、睡眠等）の改善に関する調査研究、発症を遅らせるため

の様々な活動の効果についての調査研究及びその成果の情報提供 
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（２）認知症の方が安心して社会で暮らせる体制づくり  

①地域におけるネットワークづくり 

・地域包括支援センターやかかりつけ医、認知症サポート医、介護サービス事業

所、専門医療機関等が幅広く連携した支援体制の構築 

②地域で暮らす認知症の方を支援する人材の育成 

・認知症サポーター（養成講座を受講し、認知症に対する正しい知識を持ち、地域

におけるさまざまな生活場面で、認知症の人や家族を支援する住民等）の養成､介

護に関わる者の研修 

③コミュニケーションの支援や記憶の支援 

・認知症の方の自立を支援するシステムを開発・実用化 

（３）認知症の方に対する医療の提供（誰もが身近で受けられる治療を提供） 

・認知症の鑑別診断の実施 

・医療機関において周辺症状を良好に抑制するための診断や治療の提供 

・認知症の方の身体合併症に対する治療の提供 

 

【うつ対策の一層の推進】 

（１）うつの早期発見･早期治療の推進  

①地域での理解の促進、相談･治療体制の整備 

②職域での理解の促進、相談体制の整備 

③早期診断技術の研究開発、実用化 

・病態の解明にかかる研究 

・簡便で客観的な指標を用いた診断技術の研究開発 

④個人の特徴に応じた治療（テーラーメイド治療）の研究開発･普及 

・日本人の特質にあった医薬品の国内における研究開発 

・診断された方の個人の特性に応じた効果的な治療法の研究開発及び提供  

（２）うつの治療、社会復帰の推進  

①地域における治療・支援体制の充実 

②職域での理解の促進、相談体制の整備 

③社会復帰プログラムの研究開発、普及 
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６．介護予防対策の一層の推進(介護予防力) 

 加齢に伴う生活機能等の低下は人間として避けがたい現象であるが、身体的な加齢に加

えて、精神的な要因や傷病等がきっかけとなり、身体活動や摂食の低下によって引き起こさ

れる、いわゆる「廃用症候群（生活不活発病）」は、適切な取組により改善が期待される。 

生活機能が低下する前から、すなわち、高齢者のみならず働き盛りの時期から、生活機

能の低下の予防（介護予防）に関する知識を持ち、取組を行うことによって、生涯を通じた

生活機能の維持とともに、前向きに歳を重ねることにつながるものと考えられる。 

 

（１）介護予防に関する国民意識の向上､効果的な介護予防ｻｰﾋﾞｽの提供 

①「生き生き暮らそう」「お達者人生を目指す」等のキャンペーンの展開 

・生活習慣の改善とも連携をとった普及啓発の展開 

・国民が身近で運動、栄養、口腔ケア等に関する取組が気軽にできるような介護

予防に関する普及啓発や市町村等の介護予防事業の推進 

②介護予防の効果を評価し、積極的に情報を発信 

・科学的根拠（エビデンス）に基づいた介護予防情報の収集･分析･提供 

③自分で生活機能の評価や維持･改善ができるツール等を開発・普及 

・魅力ある介護予防プログラムや支援ツールの開発･普及 

④介護予防のための具体的な運動･栄養提供･口腔ケア等のシステムとプログラムの

開発・普及及びプログラム提供者の質的向上の推進 

（２）運動器疾患対策の推進、骨・関節・脊椎の痛みによる身体活動低下､閉じこもりの防

止  

①骨折（大腿骨頸部骨折、脊椎圧迫骨折）の予防 

・運動や食事等の骨粗しょう症予防に関する普及啓発と適切な治療の提供 

・転倒による骨折の予防のための転倒予防プログラムの提供や使いやすい防護

装具等の開発、実用化 

②膝痛や腰痛の予防及び治療と支援機器による痛みの緩和 

・変形性膝関節症、腰部脊柱間狭窄症の予防、検診、治療等の研究開発・実用

化 
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７．歯の健康づくり（歯の健康力） 

歯の健康は、おいしく、楽しく食事をして、健康的な生活を維持・向上する上できわめて

重要である。また、口腔内を清潔に保つことは生活機能を維持するために重要であり、特に

高齢期や寝たきりの場合には、介護予防あるいは肺炎予防にも効果がある。 

８０２０達成者（８０歳で自分の歯を２０本以上有している者）の増加や子どものむし歯の減

少等、国民の歯の健康状態は着実に向上している。近年では、生活習慣病と歯周疾患と

の関連や妊産婦と歯周疾患の関係等、歯・口腔の健康と全身との関係が注目されている。 

（１）幼児期・学齢期のう蝕予防対策 

①家庭における子どもの丈夫な歯づくりに関する知識の普及と実践 

②学校での口腔に関する健康教育の実施 

③歯の生え替わりの時期における丈夫な歯と噛み合わせに関する知識の普及と予防

の勧奨 

（２）主に成人期の歯周疾患対策 

①妊産婦に対する予防の勧奨、乳幼児から生涯にわたる口腔に関する健康教育の実

施 

②喫煙と歯周病に関する知識の普及 

③成人期の歯周病に対する早期発見と進行抑制に関する知識の普及 

（３）主に高齢期・寝たきり者等の口腔ケア 

①噛む機能と食べる機能の維持・確保に関する知識の普及 

②寝たきり者等に関する口腔清掃知識の普及 

③高齢者の口腔内や入れ歯の状態の定期的なチェックの推奨 

（４）生涯を通じた８０２０運動の推進 

①個人が行うセルフケアと歯科医師等が行うプロフェッショナルケアの推進 

②食育対策や生活習慣病対策との連携 

③噛む機能と食べる機能を維持するための研究の推進 

 

８．食育の推進（食の選択力） 

食育は、生涯にわたって健康な心と体を保ち、豊かな人間性をはぐくむことを目標に行う

ものである。そのためには、食に関する知識と食を選択できる力を習得し、健やかな生活習

慣を身につけ、食卓を通して家族がふれあう機会を広げることが重要である。 
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しかし、近年、家族揃って一緒に食べる機会の減少や、栄養の偏り、不規則な食事、生

活習慣病の増加、小児期の肥満、思春期の過度のやせすぎ、また、健全な食生活や食料

の生産、流通等に関する知識と理解の不足といった様々な問題が生じてきている。このよう

な状況に対応するためには、地域や社会を挙げて食育に取り組むことが必要である。 

（１）子どもの頃からの食育の推進 

①家族の絆を深め、親子を支える食育の推進に向けた国民運動の展開 

・家族で、地域で、食卓を囲んで一緒に食べる意義を見直す運動の展開 

・仕事と家庭の両立支援（ワークライフバランス）の普及による食育を含めた親子の

ふれあいの推進 

・「食事バランスガイド」の普及・啓発を含む健全な食生活に関する親子への情報提

供の促進 

②健やかな生活習慣づくりのための子どもの発達段階に応じた支援の推進 

・０歳からの安心子育てのための授乳・離乳の支援の推進 

・母子健康手帳の内容の充実 

・家庭、地域、学校、保育所等の連携による健やかな生活習慣づくりの推進 

・農業体験、自然体験等体験活動と食に関する関心・知識を増進するための教育

活動の推進 

③子どもの食を守り、支える食環境の整備 

・食品の安全等に関わる情報提供の促進 

・官民協働による子どもの健康を守る食環境づくりの推進 

（２）思春期の女性に対する食育 

・健康を守る食に関する知識の普及啓発・食育の推進 

・過度なダイエットによる健康リスクに関する意識啓発 

・骨粗しょう症に関する知識の普及 

 

９．運動・スポーツの振興（スポーツ力） 

運動やスポーツは、体を動かすという人間の本源的な欲求にこたえるとともに、体力の向

上や、ストレスの発散、生活習慣病の予防など、心身の両面にわたる健康の保持増進に役

立つものである。特に、高齢化の急激な進展や、体を動かす機会の減少が指摘されている
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現代社会においては、幼年期から一生涯を通じて運動・スポーツに親しむことは、健康寿命

の延伸を図る上でも重要である。 

（１）外遊びやスポーツを通じた子どもの体力の向上 

①積極的に外遊びやスポーツに親しむ習慣や意欲の育成 

・体育授業や運動部活動の充実 

・走る・跳ぶなどの基本動作を習得するためのプログラムづくり 

・子どもの体力について、国民意識の一層の喚起 

②家庭や地域ぐるみで身近に運動・スポーツに親しむことができる環境の整備 

・総合型地域スポーツクラブの全国展開 

・屋外運動場の芝生化・維持・管理の取組の充実 等 

（２）一生涯にわたる豊かな「スポーツライフ」の実現 

①国民に対する運動・スポーツの普及・啓発 

・「エクササイズガイド」の普及・啓発 

・個々に応じた運動プログラムの提供 等 

②子どもから高齢者まで誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも運動・スポーツに親し

むことができる環境の整備 

・総合型地域スポーツクラブの全国展開 

・運動・スポーツに身近に親しむことができるような機会の提供 

 

第２部．新健康フロンティア戦略を支援する家庭・地域・技術・産業 

冒頭でも触れたように、国民自らがそれぞれに立場において健康対策のための取

組を進めていくに当たっては、健康を家庭・地域全体で支援することが重要であり、ま

た、健康科学技術の進歩や知見の集積を的確に活用することによって、有病者、障

害者、高齢者等の能力を補完・増強し、活動領域を拡張することが可能となる。 

 

１．健康を家庭・地域全体で支援（家庭力・地域力） 

家庭の役割の重要性や、地域コミュニティ力の回復を図り、世代を通じて受け継がれた

生活の知恵が共有され、日常生活の中から健康な個々人の生活が構築されることを図るこ

との重要性は、冒頭指摘したとおりである。 
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健康づくりや健康力の向上に向けて、その核となる個人、家庭、社会が持っている力や

機能が十分発揮できるよう、地域コミュニティが支援していくことが求められている。 

また、家庭は、子どもが基本的な生活習慣・生活能力・豊かな情操などを身につける上で

大きな役割を果たしている。さらに、家族それぞれの健康を保つ上で、家庭の役割は欠か

すことができない。 

このような目的の家族、地域社会での支援活動がＮＰＯ等の民間の活動等としても行わ

れ、成功している事例も出始めている。このような認識に立った上で、行政も以下のような取

り組みを展開することにより、家庭や地域コミュニティを支援していく必要がある。 

①子どもがすくすく育つ家庭・地域づくり 

・家族が共に過ごす時間が持てるワークライフバランス（仕事と家庭の両立）の推進 

・子育てを支援する街づくり運動の推進 

・子どもが安心してすごせる場の確保 

・子どもの製品等による事故情報の収集・分析・共有等の実施 

・子どもの育ちや子育てについての理解の促進 

・地域の子育て情報の提供・相談の強化 

・子どもについての知識の普及やふれあう機会の提供 

・家庭や地域ぐるみで身近に運動・スポーツに親しむことができる環境の整備（再

掲） 

②親の健康づくりと健康知識の次世代への伝承（親力・家庭力の涵養） 

（健康問題を幼少時から意識するためには、家庭での食事の場を初めとして、家庭

で手本を示すことが重要。） 

・親への学習機会や参考情報の提供 

・地域全体で家庭での取組を支援 

③身近な場所で、気軽に情報入手や相談ができる体制の整備（再掲） 

・女性の健康を支える地域のボランティア活動に対する支援 

・地域における保健師、助産師による相談及び支援 

・暴力を受けた女性に対する健康についての相談及び支援 
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④出産・育児に対する知識の普及啓発  

・地域でのピアカウンセリング等の手法を用いた健康教育 

・身近な地域での相談体制の整備 

⑤認知症の方が安心して社会で暮らせる体制づくり（再掲） 

・地域包括支援センターやかかりつけ医、認知症サポート医、介護サービス事業

所、専門機関等と連携した支援体制の構築 

・認知症サポーターの養成､介護に関わる者の研修 

⑥地域・職域におけるうつへの理解促進と社会復帰の推進（再掲）  

・地域における治療・支援体制の充実 

・職域での理解の促進、相談体制の整備 

・社会復帰プログラムの開発・普及 

⑦民間の活力を活用した健康づくりの推進 

・科学的根拠に基づいて確実に効果を生み出す健康関連産業の育成、発展の支

援（再掲） 

・家庭用測定機器等を活用した、個人の健康状態を生涯を通じて把握・活用できる

基盤の整備（再掲） 

 

２．人間の活動領域の拡張に向けた取り組み（人間活動領域拡張力） 

医薬品、医療機器、福祉機器等の技術（以下「健康科学技術」という。）のめざましい進

歩や知見の集積が進んでおり、これらの技術や知見を的確に活用することで、これまでは考

えられなかった方法で、有病者、障害者及び高齢者の活動を支援することが可能な段階に

入りつつある。今後、高齢者が疾病に伴い障害を持つ等、有病者、障害者、高齢者のすべ

てに当てはまる者が増加することから、健康科学技術をニーズに基づき開発し、有効に活

用することにより、有病者、障害者及び高齢者の活動領域が拡張し、社会的に受け入れら

れ、自由な意思の下で社会的に活動できる可能性が広がり、関係者の生きがいが向上する

ことが期待されている（「技術が助ける明日の生きがい」）。 

「３．医療・福祉技術のイノベーション（研究開発力）」を向上させることにより、例えば以下

の技術の開発・普及が期待されている。 

①生活拡張技術の開発 

・障害者の社会参加を容易にする技術（小型軽量で利便性・操作性の高い福祉器
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具の開発等） 

・身体機能の補完・強化技術（コミュニケーションを円滑化する技術（感覚器障害

等）、生体との情報交換技術（Human Device Interface）、パワースーツ等のロボット

技術等） 等 

②先進的予防・診断・治療技術の開発 

・先進的予防技術（カプセル内視鏡等の精緻で低侵襲な診断機器等） 

・画期的治療法をもたらす技術（個人の遺伝子情報に基づいた予防・診断・治療法

の開発、がん、認知症、精神疾患、運動器疾患等、治療法がない領域における画

期的医薬品・医療機器の開発等） 

・再生医療技術（ヒト細胞、組織、臓器の再生技術等） 

・精神・神経疾患や認知症の克服技術（認知症予防ワクチン等の実用化等） 

・感染症予防技術 等 

③在宅医療技術の総合開発 

・在宅医療を支援・推進する機器技術（小型軽量で利便性の高い医療器具（在宅

透析機器、在宅酸素等）の開発、情報通信技術を利用した医療情報の提供技術

等）  

・在宅医療を支援・推進する医薬品技術（緩和ケアに関する医薬品（在宅持続注入

等）の開発等） 

・在宅医療の安全性を確保する技術（電磁波等から機器を守るシールド技術等）等 

 

こうした技術の発展を契機として自立した生活や仕事・社会活動への参加が可能となる

など人間活動領域の拡張を実現するため、以下の取組を行う。 

・汎用技術や革新的技術の開発に対する適切な評価・普及の取組支援 

・医療専門職や福祉専門職が、開発された技術の利用方法や選択方法について

適切な知識を有することができるようになるための取組 

・技術の開発・普及により活動領域が拡張した障害者等について、拡張した活動領

域の特性を踏まえた社会活動参加が可能となるような施策の推進 

・在宅療養技術のみならず、在宅での機器の使用・訓練などの技術使用の環境整

備への取組 

 



22 

（注）汎用技術：次世代福祉機器等、既にある技術の改良や使い方の開発等、技術的には

ある程度確立しているものについて改良・普及を行うことが可能なもの。 

   革新的技術：これまでにない革新的な技術。 

 

３．医療・福祉技術のイノベーション（研究開発力） 

 世界に先駆けて超高齢社会に突入する日本において、２．で掲げた「人間の活動領域の

拡張に向けた取り組み（人間活動領域拡張力）」を実現するためには、その基盤となる研究

開発力の向上を図る必要がある。 

また、研究開発力の向上は、健康科学技術産業の国際競争力を高めることや、今後高

齢化が進行する世界に対して国際的に貢献することにも資するものである。 

このため、有病者、障害者、高齢者等のニーズを踏まえ、既にある技術、改良や使い方に

係る技術の改良などの「汎用技術」、使用者が少なかったり、健康リスクが高い等の事業リス

クが高い技術、遺伝子治療、再生医療、遺伝子診断技術（バイオマーカー等）、ナノテクノ

ロジー（超小型化医療機器等）等を活用した「革新的技術」の開発・普及の推進を図るた

め、以下の取組を行う。 

①医薬等ベンチャー・基盤産業支援対策 

・ベンチャーに必要な資金が円滑に調達できる環境を整備するための取組を行う。 

・ベンチャーの経営に資する人材を育成するための取組を行う。 

・ベンチャー等が開発に利用しやすい研究基盤共用施設（製造・動物試験）の提供

を行う。 

・ベンチャー企業が開発したという理由のみで、現場への製品の導入が阻害される

ことがないよう、必要な取組を行う。 

・オーファンドラッグ・デバイス（国内の患者数５万人未満の稀な疾病の治療に用い

られる医薬品・医療機器）のみならず、福祉機器も対象にした希少先端技術に対

する開発を支援する。 

・埋め込み型の機器等のハイリスクな医療機器への材料提供の活性化の在り方に

ついて検討する。 

・各省横断的な医薬・機器開発リソース・ライブラリー（天然資源、生物資源及びそ

の解析データ）を形成又は強化する。 

・ベンチャーと医療機関が共同研究を行い、医療現場のニーズに基づき、円滑に実
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用化につなげるトランスレーショナルリサーチ（基礎研究の成果を着実に臨床に応

用するための研究）を実施する。 

② 実用化における臨床現場と産学の融合推進 

・医療機関やリハビリテーション施設が中心となって行う産学との開発連携・開発さ

れた製品の評価・普及の取組を支援する。 

・特に、重点的な推進が必要と考えられる領域については、国立高度専門医療セン

ター等の中核的な医療機関を中心とした臨床研究推進病床、実験施設、機器等

の施設（医療クラスター（仮称））の整備を行い、臨床研究推進のため体制を整備

し、企業や海外の研究者の受入れ等を行うことにより、産業及び大学との密接な

連携・集積を進める。 

・国際共同治験の推進を含めた我が国の治験活性化のため、治験拠点となる医療

機関の整備及びネットワーク化を図る。 

③政府の研究促進予算の重点化 

・基礎研究から臨床研究への橋渡し研究・臨床研究・応用研究費に対する国の研

究費等の補助の重点化と補助金の使途における間接経費枠の適正化等補助金

の在り方を見直す。 

・生活拡張、革新的技術、在宅医療各分野の健康科学技術分野の研究資金につ

いて、疾患・領域毎などの体系の下で省庁横断的な研究テーマの共通化と、共通

テーマの下で各省の交付先同士を有効に連携させる等、効率的かつ効果的な研

究促進の支援を行う。 

④実用化における製品・技術評価の迅速化等 

・医薬品・医療機器の承認審査の迅速化を進めるとともに、特に医療上の必要性の

高い医薬品・医療機器については、優先的な治験相談・審査（ファーストトラック）

の充実により、審査期間の短縮を図る。 

・開発段階において審査機関の助言が受けられる相談体制の整備拡充を進める。 

・革新的技術を用いた製品の有効性・安全性の適切な評価手法に関する調査研究

を推進する。 

・汎用技術や革新的技術の開発に対する適切な評価を行う。 

⑤人材の育成 

・医、薬、理、工学が連携した教育研究の取組を支援する。 
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・医師を補助し、研究を支援する人材の養成・活用を促す。（臨床試験コーディネー

ター、生物統計家等）。 

・研究機関において外国人研究者が管理的ポストに就任できる体制整備を促進す

る。 

⑥画期的な製品を生み出すことにより、人間の活動領域を拡張するとともに産業の国

際競争力の強化を図るため、医療、学術、産業及び行政のハイレベルでの協議を

行う。 

 

Ⅳ．戦略の推進に向けた国民運動 

本戦略に基づく予防を重視した健康づくりを進めるにあたっては、現在行われている

様々な既存の施策の実施に加え、本戦略の内容を広く周知し、かつ、できる限り多くの国

民が、それぞれの立場等に応じて具体的に行動することを促すような、官民あげての国民

運動を展開することが重要である。 

このような観点から、政府においては、地方自治体等とも連携して、本戦略の趣旨や内

容等についてインターネットその他の媒体を活用した積極的な広報等に取り組むほか、運

動のシンボルとなるような「健康大使（仮称）」の任命などを行い、国民運動の中心的な役割

を担っていく必要がある。 

 

Ⅴ．戦略の実施期間 

 平成１９〈2007〉年度から平成２８〈2016〉年度までの１０年間 

 

Ⅵ．戦略の進め方 

政府は健康国家の実現を図るため、本戦略の内容をふまえ、今後、具体的な実施計画

（アクションプラン）を策定し、政府一体となって、国民運動の展開など具体的な施策の実施

を図るべきである。 

 

Ⅶ．戦略の指標 

本戦略の進捗状況をわかりやすく表現するため、政府は別紙を参考に本戦略に掲げら

れている分野ごとに指標となる項目を選定してポイント化して示すこととし、それを実施計画

（アクションプラン）に盛り込むこととする。 



（別紙）

指　標　名 （参考）実績値 ﾎﾟｲﾝﾄ 備考

０～４歳児の不慮の事故死亡率（人口10万対） 7.4 100 平成17年人口動態統計

1歳6ヶ月児健診の受診率 91.9% 100
平成16年度地域保健・老人保健事
業報告

公立学校における特別支援教育コーディネーター
の指名率

77.4% 100 ※

特別支援教育に関する教員研修の受講状況 38.9% 100 同上

通級による指導を受けている児童生徒数 41,448人 100
文部科学省「平成18年度「通級によ
る指導」実施状況調査」

20歳～29歳で低体重(BMI<18.5)の女性の割合 21.4% 100 平成16年国民健康・栄養調査

15～19歳で低体重で体重を減らそうとしている女性
の割合

41.0% 100 平成14年国民栄養調査

妊産婦死亡率(出産10万対） 5.7 100 平成17年人口動態統計

糖尿病受療率(人口10万対） 97 100 平成17年患者調査

脳血管疾患受療率（人口10万対） 279 100 　　　　　　　〃

虚血性心疾患等受療率（人口10万対） 74 100 　　　　　　　〃

男性 197.7
女性 97.3

乳がん検診受診率 11.3% 100
平成17年地域保健・老人保健事業
報告

がん診療連携拠点病院数 286カ所 100 平成19年厚生労働省調査

アルツハイマー病受療率（人口１０万対） 35 100 平成17年患者調査

認知症サポーター数 117,226人 100 平成19年1月調査

うつの受診率 25% 100 平成14年度厚生労働省調査

介護予防に自ら参加する特定高齢者 32% 100
平成18年度介護予防事業の実施状
況の調査結果

骨粗しょう症受療率（人口10万対） 50 100 平成17年患者調査

12歳児の一人平均う歯数 1.71 100 平成18年学校保健統計調査

80歳で20本以上の歯を持つ人の割合 24.1% 100 平成17年歯科疾患実態調査

家族揃って一緒に食事する子どもの割合 81.3% 100 平成16年全国家庭児童調査

肥満傾向児の出現率（11歳） 10.9% 100 平成18年学校保健統計調査

食育の周知度 26.0% 100 平成17年内閣府調査

スポーツ力 総合型地域スポーツクラブ設置率（各市区町村単
位）（創設中含む）

42.6% 100 平成18年文部科学省調査

男性 30.9%
女性 25.8%

放課後児童クラブの実施箇所 15,857カ所 100 平成18年厚生労働省調査

長時間にわたる時間外労働を行っている者の割合
(週労働時間60時間以上の雇用者の割合）

10.8% 100 平成18年総務省調査

一日中ベッド上の要介助者割合 12.8% 100 平成16年国民生活基礎調査

身体障害者の外出頻度（外出なしの割合） 6.1% 100 平成13年身体障害者・児実態調査

介護・看護時間 155分 100 平成13年社会生活基本調査

新医薬品（通常品目）の総審査期間 27.4ヶ月 100 平成18年度厚生労働省調査（実績）

新医療機器（通常品目）の総審査期間 19.8ヶ月 100 　　　　〃

バイオベンチャー企業数 531 100
平成17年バイオベンチャー報告書
（（財）バイオインダストリー協会）

合計 3400

※　文部科学省「平成18年度　幼稚園、小学校、中学校、高等学校等におけるLD,ADHD,高機能自閉症等のある幼児児童生徒への教育
支援体制整備状況調査」

新健康フロンティア戦略の指標について

100 平成17年人口動態統計

100 平成16年国民健康・栄養調査運動習慣者の割合

悪性腫瘍の年齢調整死亡率（人口10万対）

子どもの健康
力

こころの健康力

食の選択力

人間活動領域
拡張力

研究開発力

○指標を出すに当たっては、それぞれの項目の実績値を100ﾎﾟｲﾝﾄに切り替えて使用し、年度ごとにﾎﾟｲﾝﾄ表示す
ることによって進捗状況をわかりやすく表示する。

家庭力・地域
力

女性の健康力

メタボリックシン
ドローム克服
力

がん克服力

介護予防力

歯の健康力


